
無断転載禁止

令和５年度

経営事項審査概要説明

令和５年６月 三重県県土整備部建設業課

この内容は掲載時点のものであり、今後変更となる可能性がありますのでご留意願います。
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■ご説明内容

１．経営事項審査の主な変更点

２．経営事項審査申請の概要
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経営事項審査の主な変更点

１．技術職員に係る加点の変更

「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」

（令和５年５月施行）に伴う、経審の技術職員に係る加点の変更

２．「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実

施状況」（W1-10 ）

※令和５年１月１日改正のうち、令和５年８月１４日以降を審査基準日とする

申請で適用となっている項目
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改正概要

（１）技術検定の受検資格の見直し

技術検定合格者の技術力の水準を維持しつつ技術検定制度の

合理化を図ることとし、令和６年度以降の受検資格を以下のとお

りとする。

・１級の第１次検定は、１９歳以上（当該年度末時点）であれば受検可能

・２級の第１次検定は、１７歳以上（当該年度末時点）であれば受検可能（変更なし）

・１級及び２級の第２次検定は、第１次検定合格後の一定期間の実務経験で受検可
能（なお、令和１０年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による２次検定受
検が可能）

4



無断転載禁止

（２）一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和
１級の第１次検定合格者を大学指定学科※卒業者と同等とみなし、
また、２級の第１次検定合格者を高校指定学科※卒業者と同等とみ
なすこととする。
※指定学科とは、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第１条に掲げ
る学科をいい、建築学や土木工学に関する学科等がこれに該当します。

スケジュール
①一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和

⇒令和５年７月１日（土）

②技術検定の受検資格の見直し

⇒令和６年４月１日（月）
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〇経営事項審査申請における技術職員コード表：

（令和５年７月１日以降を審査基準日とする申請で使用）

三重県HP「建設業のための広場」

http://ss140094/KENGYO/HP/m0158300128_00001.htm

〇今回の制度改正に関する詳細：

国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_
hh_000001_00176.html
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国土交通省ＨＰより
（https://www.mlit.go.jp/tochi_
fudousan_kensetsugyo/const/c
ontent/001397215.pdf）

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397215.pdf
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国土交通省ＨＰより
（https://www.mlit.go.jp/tochi_
fudousan_kensetsugyo/const/c
ontent/001397215.pdf）

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397215.pdf
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■項番５４

「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な

措置の実施状況」

⇒様式第６号（誓約書）が必須

※令和５年８月１４日以降を審査基準日とする申請で適用。

適用日までは必ず「３」（非該当）を記入。
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